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議案 

番号

1
専決処分について（令和３年度千葉市一般会計補正予算（第１３号））（令和
３年１２月２１日）

別冊

2 令和３年度千葉市一般会計補正予算（第１４号） 別冊

3 令和３年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

4 令和３年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

5 令和３年度千葉市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

6 令和３年度千葉市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

7 令和３年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

8 令和３年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

9 令和３年度千葉市病院事業会計補正予算（第３号） 別冊

10 令和３年度千葉市下水道事業会計補正予算（第２号） 別冊

11 令和３年度千葉市水道事業会計補正予算（第１号） 別冊

12 令和４年度千葉市一般会計予算 別冊

13 令和４年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

14 令和４年度千葉市介護保険事業特別会計予算 別冊

15 令和４年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

16 令和４年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 別冊

17 令和４年度千葉市霊園事業特別会計予算 別冊

18 令和４年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算 別冊

19 令和４年度千葉市競輪事業特別会計予算 別冊

20 令和４年度千葉市地方卸売市場事業特別会計予算 別冊

21 令和４年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計予算 別冊

22 令和４年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算 別冊

23 令和４年度千葉市動物公園事業特別会計予算 別冊

24 令和４年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算 別冊

25 令和４年度千葉市学校給食事業特別会計予算 別冊

26 令和４年度千葉市公債管理特別会計予算 別冊
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議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

27 令和４年度千葉市病院事業会計予算 別冊

28 令和４年度千葉市下水道事業会計予算 別冊

29 令和４年度千葉市水道事業会計予算 別冊

30 千葉市公文書管理条例検討委員会設置条例の制定について 1

31 法令の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 3

32 千葉市職員定数条例の一部改正について 4

33
千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正について

5

34 千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 7

35
千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ
いて

9

36 千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 12

37 千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正について 13

38
千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改
正について

15

39
千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

18

40 千葉市児童相談所条例の一部改正について 22

41
千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業施行規程の
廃止について

23

42 千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例の制定について 24

43
千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正
について

28

44
千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部
改正について

32

45 千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 34

46 和解について 37

47 包括外部監査契約について 39

48 市道路線の認定について 40



 

議案第３０号 

千葉市公文書管理条例検討委員会設置条例の制定について 

 千葉市公文書管理条例検討委員会設置条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市公文書管理条例検討委員会設置条例 

（設置） 

第１条 本市は、千葉市公文書管理条例検討委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、

市長に答申する。 

（１）公文書の管理に関する条例の制定に関する事項 

（２）前号に関連する事項で市長が必要と認めるもの 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

（１）公文書について専門的知識を有する者 

（２）情報公開及び個人情報保護について専門的知識を有する者 

（３）前２号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
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４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は、委員長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

公文書管理条例検討委員会を設置するため、条例を制定しようとす

るものであります。 
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議案第３１号 

法令の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

法令の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

法令の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （千葉市小児慢性特定疾病審査会条例の一部改正） 

第１条 千葉市小児慢性特定疾病審査会条例（平成２６年千葉市条例第

５６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「第６条の２第２項」を「第６条の２第３項」に改

める。 

（千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条第２項第３号中「附則第２０条第１項」を「附則第２７条第

１項」に、「附則第３条第１項」を「附則第１０条第１項」に改める。 

  第６条第２項第３号及び第７２条第２項第３号中「附則第２０条第

１項」を「附則第２７条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  法令の改正に伴い、規定の整備を図るため、条例を制定しようとす

るものであります。 
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議案第３２号 

千葉市職員定数条例の一部改正について 

千葉市職員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市職員定数条例の一部を改正する条例 

千葉市職員定数条例（昭和２４年千葉市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項の表市長の事務部局の職員（下水道事業に従事する職員

を除く。）の項中「４，２２５人」を「４，４１５人」に改め、同表合

計の項中「１１，９４２人」を「１２，１３２人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

職員の定数を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
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議案第３３号 

千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和２年千葉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第３０条」を「第３１条」に改める。 

第１０条の次に次の１条を加える。 

（サテライト型住居の設置） 

第１０条の２ 無料低額宿泊所は、本体となる施設（入居定員が５人以

上１０人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」とい

う。）と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則とし

て１年以下のもの（入居定員が４人以下のものに限る。以下「サテラ

イト型住居」という。）を設置することができる。 

２ サテライト型住居は、本体施設からおおむね２０分で移動できる範

囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。 

３ 一の本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次

の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める数

とする。 

（１）第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ４以下 

（２）第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以

上 ８以下 

４ 無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。次項に

おいて同じ。）の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員配置の基

準に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。 
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（１）第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ２０人

以下 

（２）第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以

上 ４０人以下 

５ 無料低額宿泊所は、サテライト型住居について、第９条各項に規定

する記録のほか、第１９条の規定による状況把握の実施に係る記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 第３０条の次に次の１条を加える。 

（サテライト型住居に係る設備の基準等の規定の適用） 

第３１条 第１１条第３項から第５項までの規定は、サテライト型住居

ごとに適用する。 

  附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の一部施行に伴い、サ

テライト型住居の設備及び運営に関する基準を定めるため、条例の一

部を改正しようとするものであります。 
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議案第３４号  

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正につい  

て  

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。  

  令和４年２月１８日提出  

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例 

 千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和３年千葉市条例

第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第１７条の２の改正規定中「同条第５項」を「同条第４項」に改める。 

第２６条の３の次に１条を加える改正規定のうち第２６条の４第１項

中「保険料額」の次に「から、当該保険料額」を、「得た額」の次に

「を控除して得た額」を加え、同改正規定中同条第３項を次のように改

める。  

３ 当該年度において、第２６条の規定により保険料を減額するものと

した納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に

係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１号に掲げる

額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。  

（１）第１３条又は第１６条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額

から、当該保険料額に第２６条第１項各号に該当する納付義務者に

応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（この額に

１円未満の端数があるときは、これを切り上げた後の額とする。）

を控除して得た額  

（２）前号に掲げる額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額（この

額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた後の額とす

る。）  

第２６条の３の次に１条を加える改正規定のうち第２６条の４第４項

を削り、同改正規定のうち同条第５項中「前２項」を「前項」に、「第
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３項中」を「同項中」に改め、「、「同条第２項」とあるのは「同条第

３項」と」を削り、同改正規定中同項を第４項とする。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

未就学児に係る被保険者均等割額の減額について、端数処理の方法

を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。  
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議案第３５号 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正について 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４０年

千葉市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「その他の災害」を「又は地震等の災害（以下「災害」とい

う。）」に改める。 

第１２条第１項及び第２項を次のように改める。 

（年額報酬） 

第１２条 団員に年額報酬を支給する。 

２ 年額報酬は、年度ごとに、次の表の左欄に掲げる階級の区分に応じ、

それぞれ右欄に掲げる額を支給する。ただし、消防団車両を運転する

者として団長が任命した者（以下この項において「操縦手」という。）

であって、その任命された年度中に消防団車両を運転した操縦手には、

年額報酬に１，０００円を加算した額を支給する。 

階級 額 

団長 ８２，５００円 

副団長 ６９，０００円 

分団長 ５０，５００円 

副分団長 ４５，５００円 

部長 ４０，０００円 

班長 ３７，０００円 

団員 ３６，５００円 

第１２条第３項中「前項本文」を「前項」に改め、同条に次の１項を
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加える。 

４ 年額報酬の支給方法その他必要な事項は、規則で定める。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（出動報酬） 

第１２条の２ 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合にお

いては、出動報酬を支給する。 

２ 出動報酬の額は、次のとおりとする。 

種別 額 

災害の場合 １日につき ８，０００円 

災害以外の場合 １日につき ３，５００円 

３ 出動報酬の支給方法その他必要な事項は、規則で定める。 

 第１３条を次のように改める。 

（費用弁償） 

第１３条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、

費用弁償を支給する。 

２ 費用弁償の種類及び額は、次のとおりとする。 

階級 種類及び額 

団長及び副団長 特別職の職員の給与並びに旅費及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年

千葉市条例第１７号。以下「特別職

の給与条例」という。）第８条第２

号に定める種類及び額 

分団長、副分団長、部長、班

長及び団員 

特別職の給与条例第８条第４号に定

める種類及び額 

３ 費用弁償の額の計算については、千葉市職員の旅費等に関する条例

（平成２年千葉市条例第３１号）の定めるところによる。 

４ 費用弁償の支給方法その他必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１３条の規定は、この条例の施行の日以
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後に従事した職務に係る費用弁償について適用し、同日前に従事した

職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消防団員の報酬を年額報酬及び出動報酬の２種類とし、その額を 

引き上げるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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議案第３６号 

千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

千葉市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年千葉市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第２項ただし書を削る。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

年金担保貸付事業等の廃止に伴い、規定の整備を図るため、条例の

一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３７号 

千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正に

ついて 

千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部を改正

する条例 

千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例（平成５年千葉市

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

目次中「市が」を「市等が」に、「第４４条」を「第４４条の２」に

改める。 

第６章の章名中「市」を「市等」に改める。 

第６章中第４４条の次に次の１条を加える。 

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設に関する縦覧等の手続） 

第４４条の２ 第４１条から第４３条までの規定は、法第９条の３の２

第２項の規定により適用する法第９条の３第２項（同条第９項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定による縦覧及び意見書を

提出する機会の付与について準用する。この場合において、第４２条

中「１月間」とあるのは「１月間の範囲内において非常災害の状況を

勘案して市長が定める期間」と、第４３条中「２週間」とあるのは

「２週間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期

間」と読み替えるものとする。 

２ 第４１条から第４３条までの規定は、法第９条の３の３第２項（同

条第３項において読み替えて準用する法第９条の３第９項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定による縦覧及び意見書の提出

について準用する。この場合において、第４１条中「焼却施設及び同

条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「焼却施設」

と、第４２条中「市長は」とあるのは「市から非常災害により生じた
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廃棄物の処分の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は」と、

「告示する」とあるのは「インターネットの利用その他の方法により

公表する」と、「当該告示」とあるのは「当該公表」と、「１月間」

とあるのは「１月間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長

が定める期間」と、第４３条中「告示」とあるのは「公表」と、「２

週間」とあるのは「２週間の範囲内において非常災害の状況を勘案し

て市長が定める期間」と、「市長に」とあるのは「受託者に」と読み

替えるものとする。 

３ 前項の規定により読み替えて準用する第４３条の規定による意見書

の提出先は、次に掲げる場所とする。 

（１）受託者の事務所 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  非常災害に係る一般廃棄物処理施設について、市から災害廃棄物の

処分の委託を受けた者が届出で設置するに当たり、必要な事項を定め

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３８号 

   千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「児童等（法第６条の２第１項に規定する児童等をいう。

以下この条において同じ。）」を「児童」に、「児童等の」を「児童の」

に改める。 

第２９条第１項第４号ア中「第１２条の３第２項第４号」を「第１２

条の３第２項第６号」に、「児童福祉事業」を「相談援助業務（法第

１３条第３項第２号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。）」に、

「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」に改め、同号イ中「社会

福祉事業」を「相談援助業務」に改める。 

第３７条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援助業務」に、

「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」に改め、同号イ中「社会

福祉事業」を「相談援助業務」に改める。 

第５７条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援助業務」に、

「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」に改め、同号イ中「社会

福祉事業」を「相談援助業務」に改める。 

第８０条第１項第５号中「附則第２０条第１項」を「附則第２７条第

１項」に、「附則第３条第１項」を「附則第１０条第１項」に改める。 

第９１条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援助業務」に、

「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」に改め、同号イ中「社会

福祉事業」を「相談援助業務」に改める。 
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第９９条第１項中「児童自立支援専門員養成所（以下この項において

「養成所」という。）」を「人材育成センター」に改め、同項第３号及

び第４号中「養成所」を「人材育成センター」に改め、同号ア中「児童

福祉事業」を「相談援助業務」に、「児童福祉に関する事務」を「相談

援助業務」に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「相談援助業務」に改

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２９条第

１項第４号アの改正規定（「法第１２条の３第２項第４号」を「法第

１２条の３第２項第６号」に改める部分に限る。）及び第９９条第１

項の改正規定（同項第４号ア及びイに係る部分を除く。）は、公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長（以下この項において

「乳児院等の長」という。）として勤務している者については、この

条例による改正後の千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。 

 （千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正） 

３ 千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。 

 第１４条第１項の表第１２条の部入所中の児童等（法第６条の２第

１項に規定する児童等をいう。以下この条において同じ。）に対し法

第４７条第１項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒すると

き、又は同条第３項の項中「児童等（法第６条の２第１項に規定する

児童等をいう。以下この条において同じ。）」を「児童」に、同部そ

の児童等の項中「児童等」を「児童」に改める。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、乳児

院等の長の任用要件の一部を改めるほか、所要の改正を行うため、条

例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３９号 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

目次中 

「 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２ 

条）                        」 

「 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２ 

条） 

第４章 雑則（第５３条）                  」     

改める。  

第５条中第２項から第６項までを削る。 

第３８条第２項を削る。 

本則に次の１章を加える。 

   第４章 雑則  

（電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下この条

において「特定教育・保育施設等」という。）は、記録、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規

を 

に 
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定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）

により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は

提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合

には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところに

より、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者（以

下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。）の承諾

を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に

係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場合において、当該特

定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給

付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育

給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の

使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護

者等のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法によ

る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 
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（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイル

への記録を出力することによる文書を作成することができるものでな

ければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給

付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

（１）第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用す

るもの 

（２）ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・

保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法に

よる提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認

定保護者等に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が

再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による

同意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等

の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この

条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」

と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、

「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」

とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるの

は「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を

行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」と

あるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項にお

いて準用する前項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６

項において準用する第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とある
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のは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意

を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６

項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次

項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意

を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは

「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるもの

とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、事業者におけ

る書面による記録の作成等について、電磁的記録等による対応を認め

ることとするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４０号 

千葉市児童相談所条例の一部改正について 

千葉市児童相談所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市児童相談所条例の一部を改正する条例 

千葉市児童相談所条例（平成３年千葉市条例第５１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 所管区域 

千葉市東部

児童相談所 

千葉市美浜区高

浜３丁目２番３

号 

中央区、若葉区及び緑区の区域 

千葉市西部

児童相談所 

花見川区、稲毛区及び美浜区の区域 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

児童相談所を東部児童相談所及び西部児童相談所の２所体制とする

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４１号 

千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業施行規

程の廃止について 

千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業施行規程を

廃止する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業施行規

程を廃止する条例 

千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業施行規程

（平成元年千葉市条例第３８号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業の終了に

伴い、施行規程を廃止しようとするものであります。 
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議案第４２号 

千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例の制定につ

いて 

 千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例を次のとおり制

定するものとする。 

  令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第４９条第１項の規定に基づき、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第８条第１項第２号に規定する特別用途地区

として同条第３項の規定により定める千葉駅東口周辺にぎわい商業業

務地区の区域における建築物の建築の制限について定めることにより、

商業及び業務機能を有する施設が集積した立地環境を保全するととも

に、千葉駅から人の流れを引き込む恒常的なにぎわいの創出に資する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法第２０条第１項（同法第２１条第２項

において準用する場合を含む。）の規定による千葉駅東口周辺にぎわ

い商業業務地区に係る都市計画の決定の告示のあった区域に適用する。 

（建築物の建築の制限） 

第４条 千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区の区域においては、建築

物の１階又は２階の部分を次の各号に掲げる用途に供する建築物は、

建築してはならない。 

（１）住宅 

（２）兼用住宅（居住の用に供する部分に限る。） 
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（３）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（４）老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

（５）前各号の建築物に附属するもの 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれにも該当する建築物については、

適用しない。 

（１）建築物の１階及び２階の部分を前項第１号から第４号までに掲げ

る用途（これらの用途のうち出入口、出入口ホール、階段、管理人

室、集会室その他これらに類するもの（以下この項において「住宅

等の出入口等」という。）を除く。）に供しないこと。 

（２）建築物の１階又は２階の部分において、各階ごとの住宅等の出入

口等及び前項第５号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が当

該各階における床面積の２分の１未満であること（敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、これらの建築物の各階ごとの住宅

等の出入口等及び同号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計の

和が当該各階における床面積の合計の２分の１未満であること。）。 

３ 第１項の規定は、市長が、千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区に

おける商業及び業務機能を有する施設が集積した立地環境を害するお

それがなく、かつ、にぎわいの創出に支障がないと認め、又は公益上

やむを得ないと認めて許可した場合は、適用しない。 

４ 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、

その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取

を行い、かつ、千葉市建築審査会の同意を得なければならない。 

５ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その

許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場

所を期日の１０日前までに公告しなければならない。 

（建築物の敷地が千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区の内外にわた

る場合の措置） 

第５条 建築物の敷地が千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区の区域の

内外にわたる場合において、その敷地の過半が千葉駅東口周辺にぎわ

い商業業務地区に属するときは、その建築物の全部について、前条の

規定を適用する。 
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（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第６条 法第３条第２項の規定により第４条第１項の規定の適用を受け

ない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする

場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわら

ず、第４条第１項の規定は、適用しない。 

（１）増築又は改築に係る部分（１階又は２階の部分に限る。）を第４

条第１項各号に掲げる用途に供しないこと。 

（２）用途の変更を伴わないこと。 

２ 法第３条第２項の規定により第４条第１項の規定の適用を受けない

建築物について、当該建築物又はその部分の用途の変更を伴わない大

規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第３条第３

項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条第１項の規定は、適

用しない。 

（類似の用途の適用除外） 

第７条  法第８７条第３項第２号に規定する類似の用途は、政令第

１３７条の１９第１項の規定にかかわらず、同条第３項の規定によ

り、これを指定しない。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 

（罰則） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、５００，０００円以下の

罰金に処する。 

（１）第４条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

（２）法第８７条第２項において準用する第４条第１項の規定に違反し

た場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合におい

ては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を

科する。 

 

26



 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

特別用途地区として定められた千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地

区の指定の目的のために必要な建築物の建築の制限を定めるため、条

例を制定しようとするものであります。 
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議案第４３号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

千葉駅東口西銀

座地区地区整備

計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ

れた千葉駅東口西銀座地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められている区域 

 別表第２小仲台３丁目・４丁目地区地区整備計画区域の部住宅地区Ａ

の項（う）欄第６号中「同条第１５項」を「同条第１７項」に改め、同

表に次のように加える。 

千葉駅東

口西銀座

地区地区

整備計画

区域 

Ａ地区 次に掲げる建築物（千葉市千葉駅東口周辺

にぎわい商業業務地区建築条例（令和４年千

葉市条例第  号）第４条第１項に規定する

建築してはならない建築物を除く。） 

（１）住宅 

（２）兼用住宅 

（３）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（４）老人ホーム、福祉ホームその他これら

に類するもの 

（５）倉庫（建築物に附属するものを除

く。） 

 

28



 

 

（６）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（７）畜舎（ペットショップ、動物病院又は

ペットホテルに附属するものを除く。） 

（８）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６

項に規定する納骨堂 

（９）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの（ゲームセンターを

除く。） 

（10）工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類する食品製造業（食品

加工業を含む。）を営むものを除く。） 

（11）風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項第１号から第

３号までに掲げる営業又は同条第６項か

ら第１１項まで及び第１３項に規定する

営業の用に供するもの 

Ｂ地区 次に掲げる建築物（千葉市千葉駅東口周辺

にぎわい商業業務地区建築条例第４条第１項

に規定する建築してはならない建築物を除

く。） 

（１）都市計画道路千葉駅富士見線及び市道

富士見１４号線の道路境界線から１０メ

ートル以内の１階部分を、次に掲げる建

築物以外の建築物の用途に供するもの

（当該建築物の出入口、出入口ホール、

階段、管理人室その他これらに類するも

のを除く。） 

ア 物品販売業を営む店舗 

イ 飲食店 

 ウ 自家販売のための食品製造業（食品
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 加工業を含む。）を営むパン屋、米

屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類

するもの 

エ アからウまでに掲げる建築物に併設

する華道教室その他これに類する施設 

（２）老人ホーム、福祉ホームその他これら

に類するもの 

（３）倉庫（建築物に附属するものを除

く。） 

（４）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（５）畜舎（ペットショップ、動物病院又は

ペットホテルに附属するものを除く。） 

（６）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６

項に規定する納骨堂 

（７）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの（ゲームセンターを

除く。） 

（８）工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類する食品製造業（食品

加工業を含む。）を営むものを除く。） 

（９）風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項第１号から第

３号までに掲げる営業又は同条第６項か

ら第１１項まで及び第１３項に規定する 

  営業の用に供するもの 

別表第３千葉中央第六地区地区整備計画区域の部Ａ地区の項（う）欄

中「第５３条第５項第１号」を「第５３条第６項第１号」に改める。 

別表第４に次のように加える。 

千葉駅東口西 Ａ地区 ３，０００平方メートル 
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銀座地区地区

整備計画区域 

  

 別表第５千葉中央第六地区地区整備計画区域の部中「都市計画道路京

成千葉駅北谷津町線」を「都市計画道路京成千葉中央駅多部田町線」に

改め、同表に次のように加える。 

千葉駅東

口西銀座

地区地区

整備計画

区域 

Ｂ地区 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線までの距離

は、計画図に示す１号

壁面線及び３号壁面線

については２メートル

以上（高さ４メートル

以 下 の 部 分 に 限

る。）、計画図に示す

２号壁面線については

４メートル以上とす

る。 

地盤面下のもの 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

新たに、千葉駅東口西銀座地区の地区計画区域のうち、地区整備計

画が定められた区域を条例の適用範囲に加えるほか、規定の整備を図

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

Ｂ地区 
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議案第４４号 

千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

の一部改正について 

千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

の一部を改正する条例 

千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（平

成１８年千葉市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第５号中「第８条第１項第２号ロからニまで」を「第２９条の

９第７号」に改め、同号を同条第７号とし、同条第４号の次に次の２号

を加える。 

（５）令第２９条の９第１号から第５号までに掲げる土地の区域を含ま

ないこと。 

（６）令第２９条の９第６号に掲げる土地の区域として規則で定めるも

のを含まないこと。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第５号から第７号までの規定は、こ

の条例の施行の日以後に申請される都市計画法（昭和４３年法律第

１００号。以下「法」という。）第２９条第１項、第３５条の２第１

項又は第４３条第１項の規定による許可について適用し、同日前に申

請された法第２９条第１項、第３５条の２第１項又は第４３条第１項

の規定による許可については、なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

都市計画法施行令の一部改正に伴い、市街化調整区域内において特

例的に開発行為を行うことができる区域から災害危険区域等を除外す

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４５号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

 千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

 千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

 別表４０の項手数料を徴収する事務の欄中「、第６３条第３項第６

号」を「又は第６３条第３項第６号」に改め、「又は第６８条の６９第

３項第６号若しくは第７号ロ」を削る。 

 別表４１の項手数料を徴収する事務の欄中「、第６３条第３項第５号

イ」を「又は第６３条第３項第５号イ」に改め、「又は第６８条の６９

第３項第５号イ若しくは第７号イ」を削る。 

 別表４２の項手数料を徴収する事務の欄中「、第３８条の５第９項又

は第３９条の９８第９項」を「又は第３８条の５第９項」に改める。 

 別表４３の項手数料を徴収する事務の欄中「、第３８条の５第１０項

第４号又は第３９条の９８第１０項第２号」を「又は第３８条の５第

１０項第４号」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号。以下「改

正法」という。）第３条の規定による改正前の法人税法（昭和４０年

法律第３４号）第２条第１２号の７の２に規定する連結法人の連結親

法人事業年度（同法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年

度をいう。）がこの条例の施行の日前に開始した連結事業年度（同項

に規定する連結事業年度をいう。）における当該連結法人の短期所有

に係る土地の譲渡等（改正法第１６条の規定による改正前の租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第６８条の６９第２項第１号に規
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定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。）に関する改正後の別表

４０の項から４３の項までの規定の適用については、同表４０の項中

「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第３項第

６号若しくは第７号ロ、第３１条の２第２項第１５号ニ、第６２条の

３第４項第１５号ニ又は第６３条第３項第６号若しくは第７号ロ」と

あるのは「所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）

附則第１４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる

同法第１６条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第６８条の６９第３項第６号若しくは第７号ロ」と、同表

４１の項中「租税特別措置法第２８条の４第３項第５号イ若しくは第

７号イ、第３１条の２第２項第１４号ハ、第６２条の３第４項第１４

号ハ又は第６３条第３項第５号イ若しくは第７号イ」とあるのは「所

得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）附則第１４条

第２項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第１６条

の規定による改正前の租税特別措置法第６８条の６９第３項第５号イ

若しくは第７号イ」と、同表４２の項中「租税特別措置法施行令（昭

和３２年政令第４３号）第１９条第１１項又は第３８条の５第９項」

とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令

第２０７号）附則第２条第２項の規定によりなおその効力を有するこ

ととされる同令第３条の規定による改正前の租税特別措置法施行令

（昭和３２年政令第４３号）第３９条の９８第９項」と、同表４３の

項中「租税特別措置法施行令第１９条第１２項第４号又は第３８条の

５第１０項第４号」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する

政令（令和２年政令第２０７号）附則第２条第２項の規定によりなお

その効力を有することとされる同令第３条の規定による改正前の租税

特別措置法施行令第３９条の９８第１０項第２号」とする。 
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議 案 説 明 

租税特別措置法の一部改正に伴い、優良住宅認定申請手数料等のう

ち連結法人における短期土地譲渡益に対する重課の適用除外に係るも

のを廃止するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４６号 

和解について 

市は、次のとおり和解するものとする。 

令和４年２月１８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

１ 相手方 

  大阪市北区梅田３丁目３番５号 

  大和ハウス工業株式会社 

  代表取締役 芳井 敬一 

 

２ 事案の概要 

（１）平成３１年３月６日、市は、旧千葉市文化交流プラザ（以下「旧

プラザ」という。）の土地及び建物等を相手方に売却する契約（以

下「原契約」という。）を締結した。 

（２）原契約では、旧プラザ３階から５階までに所在する音楽ホール及

びリハーサル室（以下「音楽ホール等」という。）について、利用

期間は、供用開始から１０年間以上とするとともに、供用開始時期

は、所有権移転から２年以内とするとの条件が付されていた。 

（３）令和２年１２月１５日、市と相手方は、相手方の申出を受けて、

原契約に付された条件を、音楽ホール等について、利用期間は、供

用開始から１０年間以上とするとともに、令和４年３月３１日まで

に供用を開始するものとするとの条件に変更する契約を締結した。 

（４）令和４年１月１２日、相手方から前号の契約による変更後の契約

（以下「本契約」という。）における条件の取扱いについての協議

が申し入れられた。 

 

３ 和解条項 

（１）市及び相手方は、本契約における条件を解除することに合意する。 

（２）相手方は、本契約における条件の解除に伴う和解金として、市に

対して、９１３，５００，０００円を支払うものとする。 
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（３）相手方は、前号に記載する和解金について、市の発行する納入通

知書に基づき、令和４年６月３０日までに支払うものとする。 

（４）相手方は、旧プラザの土地及び建物等について、本契約における

条件の解除後も、千葉市の賑わいに寄与するよう、早期の有効活用

に努めるものとする。 

（５）市及び相手方は、本件に関し、本契約及び本和解条項に定めるほ

か何ら債権債務のないことを確認し、今後いかなる事情が発生して

も異議を申し立てないことを確約する。 

（６）本和解条項は、千葉市議会の議決を得たときに効力を生ずるもの

とし、千葉市議会の議決を得られなかったときは無効とする。その

場合、市は一切の責任を負わないものとする。 
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議 案 説 明 

和解することについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定

に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第４７号 

   包括外部監査契約について 

 市は、次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  令和４年２月１８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 令和４年４月１日 

３ 契約の金額 １８，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 住所 千葉県市川市国府台５丁目２４番１４号 

                氏名 川口 明浩 

                  資格 公認会計士 
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議 案 説 明 

  包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第４８号 

   市道路線の認定について 

 市は、次のとおり市道路線を認定するものとする。 

  令和４年２月１８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

市道路線認定調書 

 

整 理

番 号
路　　線　　名

① 作草部町１６０号線

② 作草部町１６１号線

③ 宮崎１２９号線

④ 西都賀８７号線

⑤ 西都賀８８号線

⑥ 長沼町１６１号線

⑦ 武石町９８号線

⑧ 長作町２３８号線

⑨ 浜野町１５０号線

⑩ 鎌取町６６号線

⑪ 辺田町６９号線

⑫ 辺田町７０号線

⑬ 辺田町７１号線

⑭ 辺田町７２号線

⑮ 辺田町７３号線

⑯ 辺田町７４号線

⑰ 辺田町７０１号線

⑱ 高田町３１４号線

⑲ 寒川町４６号線

⑳ 稲荷町４６号線

㉑ 今井７２号線

㉒ 今井７３号線

㉓ 今井７４号線

㉔ 蘇我町２０２号線

㉕ 蘇我町２０３号線

㉖ 塩田町７８号線

辺田町地内

辺田町地内

辺田町地内

辺田町地内

辺田町地内

12

8

辺田町地内

辺田町地内

9高田町地内

今井２丁目地内

塩田町地内

稲荷町２丁目地内

蘇我１丁目地内

蘇我２丁目地内

蘇我３丁目地内

今井３丁目地内

蘇我２丁目地内

蘇我３丁目地内

高田町地内

寒川町３丁目地内

起　　　　　点 終　　　　　点

長作町地内

浜野町地内

辺田町地内

辺田町地内

作草部１丁目地内

辺田町地内

辺田町地内

辺田町地内

7

市道路線認定図番号

長沼町地内 4

作草部１丁目地内

西都賀４丁目地内

西都賀４丁目地内

1

3

5

6

武石町１丁目地内

宮崎町地内 2

浜野町地内

辺田町地内

長作町地内

鎌取町地内

辺田町地内辺田町地内

15

寒川町３丁目地内

今井２丁目地内

今井１丁目地内

稲荷町２丁目地内

今井１丁目地内

塩田町地内

14

13

10

11

武石町１丁目地内

作草部１丁目地内

作草部１丁目地内

西都賀４丁目地内

西都賀４丁目地内

長沼町地内

宮崎町地内
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①  

都賀小学校 

整 理 番 号 ① ② 市 道 路 線 認 定 図 1 

作草部北公園 

都賀公園 

作草部台 

なづけ野公園 

公園 
② 
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整 理 番 号 ③  市 道 路 線 認 定 図 2 

宮崎北 

③ 

大森台駅 

京成 

松ヶ丘緑地 

 

 

 

公園 
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高品台公園 

④ 

整 理 番 号 ④ ⑤ 市 道 路 線 認 定 図 3 

西都賀４丁目 

中広公園 

ＪＲ 
都賀東公園 

⑤ 

公園 

都賀駅 
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整 理 番 号 ⑥  市 道 路 線 認 定 図 4 

第２公園 

⑥ 

 

高等学校 

千葉北 

第５公園 
長沼 

長沼町公園 

あらく公園 

あらく 

公園 
長沼やまぼうし 

長沼町２号 
調整池 
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整 理 番 号 ⑦  市 道 路 線 認 定 図 5 

 

⑦ 

しらさぎ公園 

瑞穂小学校 

区役所 

花見川 
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整 理 番 号 ⑧  市 道 路 線 認 定 図 6 

 

⑧ 

長作 

地蔵作 
第３公園 

小学校 

習志野市 
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整 理 番 号 ⑨  市 道 路 線 認 定 図 7 

⑨ 

ＪＲ 
浜野駅 

浜野駅 

 

東口公園 

浜野東公園 

浜野 
第２公園 

公園 
小浜 

浜野町第２緑地 

南生実町緑地 
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第１公園 

緑保健福祉 

凡    例 

⑩市道鎌取町６６号線 

⑪市道辺田町６９号線 

～  

⑯市道辺田町７４号線 

⑰市道辺田町７０１号線 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

指 定 道 路 

整 理 番 号 ⑩ ～ ⑰ 市 道 路 線 認 定 図 8 

センター 

鎌取 

市営鎌取団地 

鎌取清水台 
公園 

辺田町 
第３公園 

平山 IC 

辺田町 
第４公園 

辺田町 
第２公園 

平山町 
第１公園 

⑪ 

⑩ 

⑭ 

⑰ 

⑯ 

⑮ 

⑫ 

⑬ 
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整 理 番 号 ⑱  市 道 路 線 認 定 図 9 

中芝公園 

⑱ 

ＪＲ 
誉田駅 

第６公園 

誉田町２丁目 

 
 

さくら公園 
誉田 
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凡    例 

⑲市道寒川町４６号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

 

整 理 番 号 ⑲  市 道 路 線 認 定 図 10 

⑲ 

寒川小学校 
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凡    例 

⑳市道稲荷町４６号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

整 理 番 号⑳  市道 路線 認 定図 11 

公園 

⑳ 

末広公民館 

不寝見川 

公園 
寒川３丁目 

公園 
稲荷町 
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今井 

㉑ 

ＪＲ 

整 理 番 号 ㉑ ㉒  市 道 路 線 認 定 図 12 

蘇我駅 

公園 

㉒ 

蘇我 
コミュニティセンター 
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整 理 番 号㉓  市道 路線 認 定図 13 

蘇我公園 

㉓ 

蘇我小学校 
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㉔ 

蘇我 

整 理 番 号 ㉔ ㉕  市 道 路 線 認 定 図 14 

㉕ 

保育所 
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凡    例 

㉖市道塩田町７８号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

整 理 番 号 ㉖  市 道 路 線 認 定 図 15 

公園 

㉖ 

生浜 
高等学校 

塩田町 

保育所 
浜野 

小学校 
生浜西 
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議 案 説 明 

  市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定に基づき、議

決を求めるものであります。 
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